
スケートボード等専用施設の指定管理者制度導入等に関する 

サウンディング型市場調査実施要領 

1 

 

１ 調査名称                                         

 スケートボード等専用施設の指定管理者制度導入等に関する市場調査 

２ 調査目的                                         

 鹿児島市では、令和９年度末に供用開始予定のスケートボード等専用施設における指定管理者制度導

入について、施設のにぎわい創出を高める取組やランニングコスト縮減につながる取組など、民間力の

活用を検討しています。 

 本調査は、民間事業者の能力を最大限活用した効率的・効果的な管理運営と、より良い市民サービス

の提供が実施できる管理運営方法を検討するため、民間事業者のご意見・ご要望を伺うことを目的とし

ています。 

 

３ 対象施設の概要                                      

 調査対象施設は、次のとおりです。 

項 目 概 要 

名  称 スケートボード等専用施設 

所 在 地 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目２２９５－１６５（鴨池公園内） 

敷地面積 2,834㎡ 

事業主体 鹿児島市 

管理・運営団体 指定管理者制度の導入を検討 

主要施設 

・管理棟（屋上広場含む） 
・ダンス競技場（休憩スペースを兼ねる） 
・スケートボード競技エリア 
・ＢＭＸ競技エリア 
・３ｘ３競技エリア 

アクセス 
＜ 車 ＞ 鹿児島中央駅から１２分 
＜バス＞ 水産学部前から徒歩１分 
＜市電＞ 騎射場電停から徒歩７分 

■イメージパース図 
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■位置図（広域図）                         出典「国土地理院ウェブサイト」 

 

■位置図（詳細図）                         出典「国土地理院ウェブサイト」 

 

   

 スケートボード等専用施設 

 鹿児島中央駅 

 鹿児島駅 

 スケートボード等専用施設 

国道 225号 
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■実施計画平面図 

 

 

４ 調査対象者                                        

 この市場調査に参加できる者は、１事業者が参加する場合にあっては、次に掲げる(1)から(6)までの

要件を全て満たしていることとし、複数の事業者が共同で参加する場合（以下「共同企業体」といいま

す。）にあっては、共同企業体の全ての構成員が(1)から(6)までの要件を満たしていることとします。 

 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 本実施要領の公表日以後に国又は地方公共団体が発注する業務の契約に係る指名停止を受けてい

る期間がない者であること。 

(3) 納期の到来している市税、消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、鹿児島市内に営業

所等がないため本市への納税義務がない場合は、本市内を担当する事務所が所在する市区町村にお

いて市区町村税を完納していること。 

(4) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱（平成２６年３月２７日制定）に基づく入札参加除

外措置を受けていないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないこと。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に

よる更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされている者（更生計画の認可決定又は再生計画の

認可決定がなされている者を除く。）でないこと。 
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５ スケジュール                                       

市場調査は、次のスケジュールで実施します。 

項 目 スケジュール 

(1) 実施要領の公表 令和８年６月１日(月) 

(2) 参加申請期間 
令和８年６月 1日(月)～ 

６月３０日(火)１７時 

(3) 事業概要の説明と具体的な検討課題の共有 
令和８年７月上旬 

※参加希望者と協議のうえ決定します。 

(4) 対話調査の実施 

③事業説明等終了後～１０月３０日(金） 

※対話調査は複数回実施することがあり

ます。 

(5) 調査結果の公表 令和８年１２月頃 

 

６ 調査実施方法                                         

 市場調査は対話調査で実施します。 

  

７ 主な調査項目                                         

 対話調査では、対象地のポテンシャル（市場性）や当該事業に対する参入意向、事業アイデア、ター

ゲット層、施設の魅力向上アイデアへの参加意向のほか、事業範囲や事業内容等について、お聞かせく

ださい。 

対話調査項目 

・施設のポテンシャル 

・参入意向 

・事業アイデア 

・ターゲット層 

・施設の魅力向上アイデア 

・施設の営業時間や利用料金の設定 

・施設への導入を要する機能等（必要な備品やその負担） 

・指定管理者の事業範囲や具体的な事業内容 など 
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８ 参加方法                                         

  市場調査への参加希望者は、申請受付期間中に市場調査参加申請書を「１０ 問い合わせ先」に記

載しているメールアドレスへご提出ください。 

  ※対話調査は、鹿児島市庁舎内会議室又はＷＥＢ、又は他者と遮断された場所での実施を想定して

います。 

  ※対話調査の日程は、先着順で調整します。 

申請受付期間 令和８年６月１日（月）～６月３０日（火）１７時まで 

 

 市場調査への参加申込者には、参加申請の受付後に随時、以下の資料を電子メールにて送付します。 

資料№ 資料名 資料概要 

資料１ 事業概要書 当該事業の概要や方向性、課題等を記載した資料 

 

 事業概要等説明後、以下の追加資料を電子メールにて送付します。 

資料№ 資料名 資料概要 

資料２ 対話調査提案書 対話調査で利用する提案書様式 

 

９ 留意事項                                         

(1) 守秘義務 

   資料 1「事業概要書」、資料２「対話調査提案書」については、調査へ参加申請をいただいた事業

者のみに配付する資料となります。本調査以外の目的のために対象資料を利用することは禁止しま

す。 

(2) 費用負担 

   本調査への参加に要する費用は、事業者の負担となります。 

(3) 今回の参加実績の取扱い 

   本調査への参加実績は、当該事業に係る今後の公募事業等において、参加要件や評価の対象とす

るものではありません。 

(4) ご意見の取扱い 

   対話調査でいただいたご意見は鹿児島市ホームページにて公表する場合がございます。なお、事

業者名や事業者ノウハウに係る部分は、特定されないよう配慮します。対話調査時に公表を避けた

い内容についてお伺いします。 

 

１０ 問い合わせ先                                       

 その他、ご不明な点等がございましたら、次の連絡先までご連絡をお願いします。 

 鹿児島市 観光交流局 スポーツ課（担当：戸田、中島） 

 住所：鹿児島市山下町１１－１ みなと大通り別館５階 

Mail： spo-kouryu@city.kagoshima.lg.jp 

TEL ： 099-803-9622 


